
令和４年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

財務省 第１次回答 

 

管理番号 171 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 07_産業振興 

 

提案事項（事項名） 

セーフティネット保証及び危機関連保証の事務手続のオンライン化 

 

提案団体 

川西市、兵庫県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、財務省、経済産業省 

 

求める措置の具体的内容 

セーフティネット保証制度に係る特定中小企業者及び特例中小企業者の認定事務は全国一律であることから、

認定事務の円滑化、迅速化及び負担軽減のため、国が認定申請のための統一的なオンラインプラットフォーム

を整備及び導入し、事業者や金融機関が市町村等に行う認定申請及び信用保証協会における認定内容確認

のオンライン化を求める。統一的なプラットフォームとすることで、事業者や金融機関が複数の市町村へ申請す

る際にも画一的な方法で簡便に行うことができるようにする。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

セーフティネット保証制度では、中小企業信用保険法第２条第５項又は第６項の規定により、市町村長等が特定

中小企業者又は特例中小企業者の認定を行うこととされている。 

近年、添付書類の簡略化や、電子申請を取り扱う地方公共団体があるなど、少しずつ事務負担が軽減されてい

る。しかし、全国的には中小企業者が地方公共団体に来庁して紙ベースの申請書及び添付資料を提出し、証明

書を発行する手続を行っており、まだ事務手続の軽減・迅速化の余地がある。 

【支障】 

令和２年２月以降のコロナ緊急融資の申込殺到により、密を避けるべき状況下において、全国的に窓口の混乱

が問題となった。 

現状、オンライン環境が未整備の地方公共団体においては、証明書発行を受けるまでに来庁又は郵送で申請

する必要があり、事業者又は代理で申請する金融機関にとって負担となっていることに加え、融資手続の停滞

や融資実行の遅れが生じている。 

新型コロナウイルス感染症拡大のリスクとなる移動や接触を減らすため、来庁や郵送での申請を継続すること

は避けるべきである。 

添付書類の多さや減少率の手計算による数値確認も事務負担となっている。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した際は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

前と比較することとなっているが、事業者が理解しておらず比較年度を間違えて申請しているケースが多く、再

申請の事務負担が大きい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方公共団体及び事業者の事務負担を軽減し、セーフティネット保証及び危機関連保証制度に係る認定事務

の迅速化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスク軽減が図られる。 

 

 

 



根拠法令等 

特定中小企業者認定要領、特例中小企業者認定要領 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、いわき市、ひたちなか市、八王子市、高岡市、長野県、可児市、浜松市、豊橋市、山陽小野田

市、高知県、大村市、熊本市、宮崎県、延岡市 

 

○認定申請事務のオンライン化により、感染対策や審査事務の負担軽減が図れることや、自動点検が可能とな

り計算間違い等による訂正の必要が無くなるなどメリットがある。 

○セーフティネット保証制度の認定事務は、来庁又は郵送により行っているが、今回のコロナ対策のように、全

国的に影響のある事由によりセーフティネットが発動された場合、多くの申請が事業者からあるため、窓口が混

乱することになる。認定事務自体は、複雑な作業ではないため、コロナ禍においては、移動や接触をなるべく避

けるべきである。また、金融機関の速やかな融資実行事務の妨げにもなっている。 

○現状、認定申請は郵送または窓口でしか受け付けていないため、事業主または代行金融機関の負担となっ

ている。また、認定書の有効期限が１か月と定められている中では、受け取りに時間がかかることで、その後の

融資実行までの手続が遅れ有効期限を失効することがある。また、全国一律の制度であるが、各自治体におい

て独自様式を定めている場合もあり、代行金融機関が混乱している等の支障もあり、オンラインプラットフォーム

構築により事務負担の軽減や手続の迅速化に高い効果が見込める。 

○特に令和２年度は申請件数が多く、窓口に申請者が殺到して対応に時間がかかった。 

○令和２年２月以降、セーフティネット保証制度の認定申請が殺到したことにより、これまで累計で約 5,300 件の

処理を行っており、担当職員（１名）が少ない中、膨大な事務量となっている。本申請は、感染対策のため、基本

的に郵送で対応しているが、緊急的に資金繰り支援が必要となる場合は、金融機関や事業者が来庁して申請

するケースも多く、感染リスクが高くなっている。新型コロナウイルス感染症に限らず、原油価格高騰や円安な

ど、世界の不確実性が高まってきており、セーフティネット保証制度の申請件数が今後も増加すると推察され

る。膨大な事務量を効率的に処理していくため、デジタル化やオンライン化は必須であるが、市町村が単独でシ

ステム構築・導入することは難しい。 

○全国一律に押印廃止と法規定等整備するか、電子押印等、現行の行政システムに対応する必要がある。 

○国がオンライン申請のプラットフォームを整備し、申請を一元化することで地方公共団体及び事業者の事務負

担軽減に繋がる。ただし、地方公共団体、事業者の手続が煩雑になり、逆に双方の負担が増えることがないよう

なプラットフォームの構築を検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答 

セーフティネット保証における認定申請事務については、既に一部の自治体において電子化が始まっており、国

において、今年度中に全国展開に向けたシステムのあり方を調査の上、プロトタイプの構築による実証事業を通

して検証し、来年度からの実装を目指しているところ。 



令和４年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

財務省 第１次回答 

 

管理番号 197 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

後期高齢者医療および介護保険における特別徴収保険料の返納・還付にかかる書類の電子化 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

後期高齢者医療および介護保険の被保険者が死亡した場合における特別徴収保険料の返納・還付にかかる

書類を電子化することを求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

後期高齢者医療被保険者の死亡により生じた特別徴収保険料の過誤納金処理について、年金保険者からの

「後期高齢者医療保険料返納金内訳書」の送付があるまでは、当市ではシステム上「特徴還付保留」とし、年金

保険者から送付される内訳書の情報をシステムに取り込み、バッチ処理をすることで返納・還付手続きを進めて

いる。現行では、書面で郵送された返納金内訳書の情報を後期高齢者医療システムに取り込むにあたり、処理

対象件数が多いためパンチ業者によるデータ化を行っている。データ化された情報をシステムに取り込み、バッ

チ処理をすることにより効率化を図っているが、紙資料が膨大で、業務も煩雑になっており負担となっている。介

護保険にかかる特別徴収保険料についても、当市では郵送された返納金内訳書を文字認識ソフトで読み込み、

バッチ処理用ファイル作成ツールでファイルを作成してから介護保険システムに取り込んでおり、負担を感じて

いる。 

【支障の解決策】 

年金保険者から郵送されている「後期高齢者医療保険料返納金内訳書」について、現行の紙ベースから、後期

高齢者医療システムで一括処理できるようなデータでの提供に変更することで、パンチ業者によるデータ化や、

文字認識ソフトでの読み込み等の処理が不要になる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

業務の効率化およびペーパレス化につながる。 

 

根拠法令等 

高齢者の医療の確保に関する法律第 110 条、介護保険法第 139 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、宮城県、つくば市、ひたちなか市、川越市、富士見市、千葉市、墨田区、神奈川県、飯田市、浜松市、

豊橋市、京都市、大阪市、大村市、宝塚市 

 

○現行の紙媒体管理だと長期間保留扱いになっている方の検索が不便であり、年金機構に照会するなどの手



間も生じている。 

○現状、年金保険者から送付される紙の内訳書の情報を複数名でチェックを行ったうえでデータ処理を行ってい

る。データ化することで、年金基礎番号で突合し、効率的な事務ができると思われる。 

○後期高齢者医療保険料返納金内訳書の内容については、紙媒体の情報を基に、Excel ファイルで還付対象

者等を管理している。件数は月 50 件程度あり職員が手作業で入力を行っている。介護保険にかかる特別徴収

保険料については、返納金内訳書の到達後、被保険者番号を確認し Access システムに入力しており、提供さ

れるデータについては、事務処理を行ううえでデータの加工が必要となることを鑑みると、各自治体で編集可能

であることが望まれる。 

○当市では、バッチ処理や文字認識ソフトなどを使用せず職員が紙ベースの資料から対象者を検索し、手入力

している状態である。事務処理軽減の観点から、電子化を希望する。 

○当市においては、職員により目視および手入力でデータを取り込んでいる。 

○当市介護保険においても、死亡日以降に発生した特別徴収の過誤納金については、年金保険者からの介護

保険料返納金内訳書（以下、「内訳書」と表記）の送付があるまでは処理を保留し、内訳書が届き次第、当市介

護保険システムに入力を行っているが、処理すべき件数が多く、入力した内容の確認にも時間をとられている状

況であることから、内訳書の電子化を希望する。 

○当区の介護保険においては、郵送された返納金内訳書を基に、１件ずつシステムで検索をし、還付先等の登

録処理を行っているため、業務が煩雑になるとともに負担となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

ご提案の後期高齢者医療および介護保険における特別徴収保険料の返納・還付にかかる書類を電子的に提

供することについては、 

・電子的な提供方法の検討 

・電子的な提供による現在の業務への影響の検証 

・年金保険者や介護保険の保険者等のシステム改修が必要になること 

・システム改修等によるコストと電子的提供による効果をどう考えるか 

等の課題があることから、日本年金機構や各共済組合、市町村等の関係者の意見を聞きながら検討してまいり

たい。 



令和４年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

財務省 第１次回答 

 

管理番号 287 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

国所管機関の市県民税特別徴収分の納付方法変更 

 

提案団体 

大府市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、財務省 

 

求める措置の具体的内容 

国所管機関からの市県民税の特別徴収分の納付方法を共通納税システムを活用した納付方法へ変更する。 

 

具体的な支障事例 

国所管機関からの市県民税の特別徴収分の納入について、国所管機関独自の方法（ＡＤＡＭＳⅡによる市町村

の口座へ直接振込）で行われており、ADAMSⅡの仕組みからダウンロードした納入情報の通知で期別や税目

などを確認し、最後に市町村側で印刷しておいた納入書を使って消込作業を行っている。民間の事業所や地方

公共団体などの納入は当市から送付した納入書を使用するか共通納税システムを利用して入金されるため、Ａ

ＤＡＭＳⅡによる納入の際に発生する納入情報の通知のダウンロード作業、内容の確認、市町村側で印刷して

おいた納入書の変更作業（退職・転勤・所得の更正等に伴うもの。なお、紙の納入書を利用される場合には、手

書きで書き直しを民間の事業所や地方公共団体などの納入元が行っている。）が不要である。そもそも国とし

て、市県民税の特別徴収分を共通納税システムを使って電子納付する事を推し進めているのであれば、国所管

機関からの市県民税の特別徴収分の納入を共通納税システムを活用したものへ変更していただきたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

共通納税システムを活用した納入を行えば、税目や期別、給与所得分か退職所得分かなどがはっきりした情報

で紐づけされ入金されるため、国所管機関独自の納入情報の通知のダウンロード作業や内容の確認及び市町

村側で印刷しておいた納入書の変更作業が不要となる。また、口座に入金されたものを市町村で作成した納入

書を使って情報を付与しているが、その納入書を作成する必要が無くなるため、様式の購入費や印刷経費が削

減できる。 

当市での件数は、年間 15 機関程度×12 か月分＝180 件程度であり、全て市の口座へ入金されたのち、市で発

行した納入書で消込作業を行っており、恒常的に対応が発生している。共通納税システムを活用した納入を行

えばこれらが全て不要となる。 

 

根拠法令等 

支障の原因ではないが、参考根拠法令 地方税法第 321 条の 3、第 321 条の 4 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、いわき市、ひたちなか市、川越市、桶川市、千葉市、八王子市、相模原市、横須賀市、高岡市、浜松

市、名古屋市、豊橋市、城陽市、高槻市、出雲市、広島市、山陽小野田市、周防大島町、高松市、松山市、八幡

浜市、東温市、熊本市、宮崎市、鹿児島市 



 

○当市での件数は、年間 80 機関程度×12 か月分＝960 件程度あり。 

○当市において、賛同する理由として「別途会計課を経由する間接的な納付」、「官庁会計システムを利用した

税額の確認」の２点がある。 

１点目の「別途会計課を経由する間接的な納付」に関しては、一度某官庁において、給与の支払と退職金の支

払が異なるという理由で納付時期にずれが生じるという事態があった。当市では住民税担当と出納担当が異な

る課で作業をしており、該当課同士での処理が滞る事態となった。このような納付方法を採用しているのは国の

機関のみである。 

２点目であるが、「官庁会計システム」を利用して事前の税額の確認をしなければならない。この時に問題が無

ければそのまま納付を受け入れる形になるが、不明な金額を記入している機関を目にする。大体の場合正しい

税額で入ってくるので問題はないが、実際に異動等があった場合と見分けがつかず、確認作業等で時間がかか

っている。 

○国所管機関からの市県民税の特別徴収分の納入について、国所管機関独自の方法（ＡＤＡＭＳⅡによる市町

村の口座へ直接振込）で行われており、ADAMSⅡの仕組みからダウンロードした納入情報の通知で期別、税

目、納入額などを確認し、１件ごとに消込データを作成して消込作業を行っている（退職所得分については、納

付書を作成して指定金融機関経由で消込データを作成）。民間の事業所や地方公共団体などの納入は当市か

ら送付した納入書を使用するか共通納税システムを利用して入金されるため、ＡＤＡＭＳⅡによる納入の際に発

生する納入情報の通知のダウンロード作業、内容の確認、消込データの作成、納付書作成が不要である。 

月当たり 140 件程度の納付があり、納付額の確認・消込データの作成に多くの時間要している。国所管機関か

らの市県民税の特別徴収分の納入を共通納税システムを活用したものへ変更していただければ事務作業の軽

減が図れる。 

○現実に市町村の事務の遂行に支障があり、手法を変更することで改善されるのであれば、検討いただきた

い。  

○当市においても提案団体と同様に、印刷した納入書を使って消込作業を行っている。 

ＡＤＡＭＳⅡではなく、共通納税システムを通して納入を行うことで、消込作業の効率化及び紙の済通の保管場

所の削減など、行政事務に関して改善が見込まれる。 

○当市においても対応に支障が生じている。件数は令和４年５月現在、月間で 500 件を超えており、金融機関

からも受入に難色を示されるケースも発生している。 

令和５年度に予定される地方税共通納税制度における賦課税目拡大の背景には、金融機関における受入業務

の負担軽減も深く関係しており、放置することができない問題であると考える。 

○当市においても国機関が使用する ADMSⅡとその他事業所等が使用する共通納税システムの両方での収納

作業を行っている。国機関等が共通納税システムを利用しての納入となれば、事務量の縮減につながる。 

○共通納税システム(eLTAX）を活用した納入については、電子データを取込むことで消込作業が行えることから

非常に有用である。 

当市の国所管機関からの納付件数は概ね月 250 件×12 か月＝年間 3000 件程度発生しており、都度納入書を

作成し消込作業を行わなければならず、非効率な事務となっている。 

国が推奨している共通納税システムを、国所管機関が活用することで、収納消込業務の効率化が期待できる。 

○当市でも入金機関や内容確認に苦慮しています。入金した機関や税目等の情報が共通納税システムにより

事前に通知されれば、対応にかかる作業が効率化できます。 

○当市でも、国所管機関からの市県民税特別徴収分の納入は市の口座へ入金され、約 70 機関×12 カ月で年

間約 840 件の取扱いがある。官公庁会計システムで納入情報を確認してどの機関からの入金分か突合し、当

市発行の納付書により消込処理を実施しているが、納入情報の突合作業にかなりの時間を要し、また退職や異

動等により金額が変更されて入金されることも多々あり納付書の金額訂正作業も必要なことから、入金日のうち

に消込みができず公金化が遅れてしまう事態も発生している。国所管機関からの納入に地方税共通納税システ

ムを利用することにより、それらの消込業務が不要となり迅速な公金化が可能となることから、当市のみならず

全国の市町村において消込業務の効率化が可能となる。 

また、当市指定金融機関より、公金収納に係る手数料等の費用負担について具体的な要望を受けているが、国

所管機関からの特別徴収分の消込についても納付書により消し込むため費用負担の対象となり、地方税共通

納税システムの利用料よりも高額となる見込みであることから、地方税共通納税システムを利用した納入方法

に変更することにより費用負担の削減も可能となる。 

令和４年３月 29 日付総務省通知（総行行第 85 号・総税企第 35 号）「指定金融機関等に取り扱わせている公金

収納等事務に要する経費の取扱い等について（通知）」においても、公金収納等事務のデジタル化による効率

化・合理化と併せて、現時点における公金収納等事務についての適正な費用負担となるような見直しを行うよう

助言されており、地方税共通納税システム利用による業務効率化は、国の方針に沿った取り組みである。 



〇当市においても同様の方法で消込作業を行っている。従前の方法の場合、納入書を金融機関の窓口に持ち

込んだ日が領収日（納入日）となるため、市町村側の確認作業が遅れると「実際に口座に入金された日」と領収

日が大きくずれることになる。領収日が納期限を過ぎると、延滞金が発生する可能性が生じる。共通納税システ

ムであれば納入書を使って消し込むという手続きが省略でき、システムでの納入日が領収日となるため、市町

村側の作業の遅れによる延滞金発生の可能性はなくなる。 

○当市でも同様の事例が約 600 機関×12 か月分発生しており、各機関への消込処理に膨大な事務処理時間

を要している。 

○当市も同様に、国所管機関独自の方法（ADAMSⅡ）により、国所管機関からの振込が別段口座ある。口座に

入金されたものを当市で作成した納付書により消し込み作業を行っていることから、納入情報の確認から納付

書作成までに時間を費やしている。また、賦課当初に１年間の納付書を送付しているにもかかわらず、その納付

書は使用されず、当市で改めて納付書を作成することになり無駄が発生している。件数は、年間約 2,400 件（約

200 件/月×12 ヶ月）。 

○ＡＤＡＭＳⅡから送信される入金情報を確認及び必要に応じて修正後、官公庁より入金された内容との突合

せを毎月 300 件以上行っている。その作業に時間がかかるため、消込されるまでにも時間がかかってしまい、

大変な労力がかかっている。 

○当市の場合、同一機関が複数回に分けてＡＤＡＭＳⅡの手続きを行うことがあり一月あたり約 200 件の処理を

行っている。 

ＡＤＡＭＳⅡの場合、異動届の提出漏れにより賦課額と納付金額に差が生じることが多々あるが、共通納税シス

テムであれば異動届の提出も可能である。 

また、指定番号の記載誤り等も多く、事業所の特定に時間を要している。 

加えて、地方検察庁においては、正職員はＡＤＡＭＳⅡの帳票、非常勤職員は別システムでの帳票となってお

り、帳票が同日に届かないことも多く、消込作業に数日要することもある。 

○現在、国所管機関からの市県民税特別徴収分について、ＡＤＡＭＳⅡからダウンロードしたデータと口座に入

金された明細データを突合し、納入書を作成しております。提案団体のご意見とおり、国所管機関についても共

通納税を利用してもらえれば、突合作業や納入書出力作業の人件費、納入書様式作成経費など削減ができま

す。 

○当市においても同様の支障が生じているため、国所管機関が共通納税システムを活用する際、例えば管理

番号の入力漏れがあった場合、市町村側で補記する必要が生じるなど、かえって事務負担が増加することとな

るため、正確な操作をお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答 

提案いただいた内容に関しては、地方自治体職員の業務効率化に資することから、共通納税システムを活用し

た納付方法の変更に向けて、今後、関係機関（デジタル庁、総務省、財務省等）において提案内容にかかる課

題整理や具体的な実現方策について検討を進めてまいります。 



令和４年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

財務省 第１次回答 

 

管理番号 288 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 07_産業振興 

 

提案事項（事項名） 

セーフティネット保証制度に係る認定機関の拡充 

 

提案団体 

大府市 

 

制度の所管･関係府省 

財務省、経済産業省 

 

求める措置の具体的内容 

セーフティネット保証制度に係る市町村長等が行う特定中小企業者又は特例中小企業者の認定事務につい

て、商工会議所又は商工会の推薦を必要とするマル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）のように商

工会議所及び商工会においても認定可能とすることを求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度】 

セーフティネット保証制度では、中小企業信用保険法第２条第５項又は第６項の規定により、市町村長等が特定

中小企業者又は特例中小企業者の認定を行うこととされている。 

【制度改正の必要性】 

新型コロナウイルス感染拡大により創設された本制度に係る認定申請の件数が非常に多く、事務負担が膨大な

ものとなっている。 

令和２年度実績：第５項関連が 706 件（４号認定 512 件、５号認定 194 件）、第６項関連（危機関連保証）が 544

件 

令和３年度実績：第５項関連が 71 件（４号認定 41 件、５号認定 30 件）、第６項関連（危機関連保証）が 33 件 

また、認定事務を行う行政職員は、企業経営に対する知識が浅いものが多いため、書面確認による認定事務が

作業的になりがちであり、本来行うべき「適切な支援の提供」を行うことが難しい。 

【支障の解決策】 

セーフティネット保証制度を利用する中小企業者は、経営状況が悪化しているため、制度利用による迅速な融

資実行はもちろんのこと、経営状況に対する適切な助言も必要である。 

そのため、公的機関に近い立場として中小企業の経営相談を受ける商工会議所及び商工会で認定事務を行う

ことが可能となることで、厳しい経営状況にある中小企業者の実態を迅速に把握し、融資実行に加えて適切な

支援を提供できるようになる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

商工会議所及び商工会が経営が厳しい中小企業者の状況を迅速に把握し、適切な支援につなげることが出来

る。また、認定機関を増やすことで、認定事務の迅速化にもつながる。 

 

根拠法令等 

中小企業信用保険法第２条 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

いわき市、八王子市、岐南町、浜松市、豊橋市、山陽小野田市、大村市、宮崎市、延岡市 

 

○個人零細事業主などは、セーフティネット申請とともに、他の補助制度の案内や資金繰りといった経営相談も

求められることがあるが、当市では対応が難しいため、商工会議所等を案内することになり事業主の負担となっ

ている。認定窓口が当市のみのため、事務が集中し、かなりの負担となった。会議所等の経営支援機関でも行

えるようになれば、その後の支援に繋げやすくなる。また、認定窓口の分散化は事務の一極集中を防ぐことにな

り、結果的に事務の迅速化に繋がる。その際は、各認定窓口で情報共有が可能になるよう、手続きのオンライン

化、プラットフォーム化も合わせて実施してもらいたい。 

○各申請を審査する際、事業者ごとに異なる事業内容や、売上高の算出を確認・理解するのに時間を要してい

る。 

○令和２年２月以降、セーフティネット保証制度の認定申請が殺到したことにより、これまで累計で約 5,300 件の

処理を行っており、担当職員（１名）が少ない中、膨大な事務量となっている。本申請は、感染対策のため、基本

的に郵送で対応しているが、緊急的に資金繰り支援が必要となる場合は、金融機関や事業者が来庁して申請

するケースも多く、感染リスクが高くなっている。新型コロナウイルス感染症に限らず、原油価格高騰や円安な

ど、世界の不確実性が高まってきており、セーフティネット保証制度の申請件数が今後も増加すると推察され

る。膨大な事務量を効率的に処理していくため、産官連携の考えのもと、市内中小企業の伴走型支援を実施し

ている商工会議所や商工会を認定機関に追加することで、認定事務の迅速化が図られる。 

 

各府省からの第１次回答 

コロナ支援として実施された事業復活支援金の事前確認業務のように、商工会議所・商工会には、その時々の

中小企業を取り巻く状況に応じて新たな業務を依頼しているところであり、そうした事務負担増と代替手段の有

無を十分に考慮する必要がある。 

コロナ禍においては、セーフティネット保証の認定件数が大きく増大（約１万件（令和元年度）→100 万件前後（令

和２年度、令和３年度）し、市区町村の事務負担が増加した結果、融資の実行に遅れが生じたものと承知。 

しかしながら、一部自治体においてはその認定事務の電子化を行うことで事務負担を軽減していることから、ま

ずは認定システム構築に向けた実証事業等を通じて、市区町村の事務の効率化の実現状況等を踏まえ検討す

る必要があると考える。 

 


